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株式会社ファミリーマートと連携し、マイナンバーカードを活用した 

コンビニでの住民票の写し等交付の周知に取り組みます 

 

 
                            

 

 堺市西区では、本市と包括連携協定（平成 26 年 12 月 10 日締結）を締結している株式会社ファミリーマートと

タッグを組んで、コンビニでのマイナンバーカード利用による住民票の写し等証明書交付の周知に以下のとおり取り組み

ます。 

現在本市では、新型コロナウイルス感染症の感染対策やマイナンバーカードの普及、利活用促進を図るため、マイナ

ンバーカード利用による各種証明書のコンビニ交付を推進しています。今回、マイナンバーカード利用による各種証明書

のコンビニ交付をより一層推進するため、堺市西区からファミリーマートに協力を持ちかけたところ、快諾いただき、今回の

取組実施に至りました。 

マイナンバーカードを用いることで土日・祝日の早朝・夜間も安くて便利に証明書が取得でき、市民サービスの向上に

つながることから、今後も各種証明書のコンビニ交付を推進します。 

 

 

１．取組内容  ・西区マスコットキャラクター「ニッシーちゃん」のイラスト入り公民連携ポスター（別紙）を堺市西区と

ファミリーマートで共同制作 

           ・同ポスターを西区内ファミリーマート各店舗に掲示 

 

２．取組店舗   西区内のファミリーマート 

 

３．実施時期   令和 4 年 5 月 1 日（日）から順次実施 

 

問
い
合
わ
せ
先 

（事業について） 

担 当 課：西区役所 企画総務課 

電 話：072-275-1901 

フ ァ ッ ク ス：072-275-1915 

（株式会社ファミリーマートとの包括連携協定に関すること） 

担 当 課：市長公室 政策企画部 民間活力導入担当 

電 話：072-228-0289  

フ ァ ッ ク ス：072-222-9694  

 

西区役所 

さかい・コネクテッド・デスク 
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